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はじめに 

 

本報告書は、令和７年度に実施した一般監査の実施結果を取りまとめたものであ

る。 

一般監査は、「地方整備局監査規則（平成１３年国土交通省訓令第７９号）」第

２条に規定する事務の合理的運営、官紀の保持及び不正行為の防止に資することを

目的として実施するものであり、令和７年度においては、１４事務所を対象に監査

を実施したものである。 

なお、一般監査は、原則、３年で九州地方整備局管内の全事務所を一巡する計画

で実施している。 

 

この報告書は、監査対象事務所における業務運営上の工夫した取組についても、

取りまとめており、一般監査の対象事務所だけでなく、他の事務所等においても、

より一層の事務の適正かつ合理的運営を図るための参考として活用いただきたい。 
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第 1 一般監査の概要 

Ⅰ 監査方針 

   一般監査は、「地方整備局監査規則（平成１３年国土交通省訓令第

７９号）」に基づき、九州地方整備局における事務の合理的運営、官紀

の保持及び不正行為の防止に資することを目的として実施するものであ

る。 

 

Ⅱ 監査項目 

１．重点事項 

（１）コンプライアンスの総合的取組 

① コンプライアンス推進計画等の取組 

② 発注業務にかかる不正事案再発防止の取組 

      ～少額随意契約の適正な手続の徹底～ 

 

（２）女性職員活躍・働き方改革推進に向けた取組 

 

２．基本事項 

（１）国民から信頼される行政運営の取組 

① 行政情報の管理等に関する取組 

② 入札・契約手続の適正な執行の取組 

③ 「品確法」改正に伴う適切な運用の取組 

    ④ 工事事故防止及び安全管理の取組 

    ⑤ 防災・危機管理の取組 

    ⑥ 行政サービス改善の取組 

    ⑦ 広報広聴等の対外的なコミュニケーションの取組 

    ⑧ 適切な用地業務の執行の取組 

    ⑨ 電気通信設備管理の取組 

 

（２）事務所における独自の取組について 

 

Ⅲ 監査実施事務所 

    （次頁参照） 

Ⅳ 令和５年度及び令和６年度一般監査のフォローアップ 
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■監査実施事務所 

  

監査実施事務所  監査期間 監査官 

緑川ダム管理所 
令和 7年７月３０日（水） 

   ～７月３１日（木） 

主任監査官、入札契約

監査官、監査官６名 

延岡河川国道事務所 
令和７年８月２０日（水） 

～８月２１日（木） 
主任監査官、入札契約

監査官、監査官７名 

鶴田ダム管理所 
令和７年９月１７日（水） 
   ～９月１８日（木） 

主任監査官、入札契約

監査官、監査官６名 

北九州国道事務所 
令和７年９月２４日（水） 

～９月２５日（木） 

主任監査官、入札契約

監査官、監査官７名 

本明川ダム工事事務所 
令和７年１０月１日（水） 

～１０月２日（木） 

主任監査官、入札契約

監査官、監査官５名 

佐賀国道事務所 
令和７年１０月９日（木） 

～１０月１０日（金） 

主任監査官、入札契約

監査官、監査官８名 

川内川河川事務所 
令和７年１０月１５日（水） 

   ～１０月１６日（木） 

主任監査官、入札契約

監査官、監査官７名 

川辺川ダム砂防事務所 
令和７年１０月２１日（火） 

   ～１０月２２日（水） 

主任監査官、入札契約

監査官、監査官６名 

熊本河川国道事務所 
令和７年１０月２９日（水） 

～１１月３１日（金） 
主任監査官、入札契約

監査官、監査官９名 

鹿児島港湾・空港整備事務所 令和７年１０月１７日（金） 監査官５名 

西之表港湾事務所 
令和７年１０月２８日（火） 

   ～１０月２９日（水） 
監査官 5名 

別府港湾・空港整備事務所 令和７年１０月３０日（木） 監査官５名 

唐津港湾事務所 令和７年１１月２７日（木） 監査官 5名 

北九州港湾・空港整備事務所 令和７年１２月５日（金） 監査官５名 
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第２ 一般監査の実施結果  

 

Ⅰ 重点事項 

１．コンプライアンスの総合的取組 

（１）コンプライアンス推進計画等の取組 

［監査理由］ 

国家公務員の職務は、国民から負託された公務であり、コンプライアンス

を徹底することは、職務の執行の公正性に対する国民の信頼を確保すること

に繋がる業務執行の基盤となるものである。 

九州地方整備局では、これまでも、過去に発生した不祥事を教訓として、

職員のコンプライアンス意識の向上や再発防止の取組に注力してきたところ

である。特に、平成２４年に発生した「高知県内における入札談合事案」を

契機に、整備局内に「コンプライアンス推進本部」を設置し、体制強化を図

るとともに、「コンプライアンス推進計画｣を策定し、コンプライアンスの一

層の推進に取り組んできたところである。 

    こうした中、令和３年８月、当整備局職員が収賄の容疑で逮捕され（加重

収賄罪で有罪判決）、公務に対する信頼を大きく失墜させる事案が発生した。

現在、信頼回復に向け、「九州地方整備局コンプライアンス推進計画（令和

６年度～令和８年度）｣に基づき、職員一人ひとりのコンプライアンス意識の

更なる高揚をはじめ、コンプライアンスの徹底に関する様々な取組を実施し

ているところである。こうした取組状況等の監査を行った。 

 

［監査結果］ 

① 風通しの良い魅力ある職場づくりの取組状況 

・事務所長をはじめ幹部職員が、所属職員へ積極的に声かけを行うなど、相

談しやすい雰囲気づくりをすることで、課題の早期解決に寄与していた。 

・共有すべき連絡事項等は、幹部会から各所属部署の報告会を通じて、職員

への周知が図られていた。 

・年度当初において、事務所の運営方針等を作成し、職員が一体となって事

務所業務に取り組む方向性を示し、職場の一体感を醸成していた。 

・事務所全職員が参加する事業調整会議を開催するなどし、職員間の情報共

有、意識高揚を図っていた。 

・勤務時間外のレクリエーションに積極的に参加し、職員間のコミュニケー

ションを図っていた。 

・既存の整理されていない部屋や棚を整理することで、物理的な風通しの良

い空間を生み出す等執務環境整備の取り組みも見られた。 

・所内で Teams のチャット機能を積極的に活用し、気軽に相談できる環境を

構築していた。 
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・総務課長等が出張所を含む所内の期間業務職員と１ｏｎ１ミーティングを

実施し、期間業務職員が働きやすい職場となるよう努めていた。 

 

② 職員一人ひとりの知識・意識の向上 

ア 情報の提供と活用 

・「コンプライアンス・ポケットブック」について、各事務所において、全

職員が所持（スマホ版含む。）していることの確認がなされていた。 

・「コンプライアンス通信」及び「他機関等のコンプライアンス情報」につ

いて、所内のコンプライアンス・ミーティングのテーマや自己啓発資料とし

て活用が図られていた。 

・他機関のコンプライアンス情報は、幹部会等を通じて職員周知し、コンプ

ライアンス意識・知識の向上を図っていた。 

・月に 2回、事務副所長が司会となり管理職員を対象に一問一等式のコンプ

ライアンスに関する質問をし、解説・指導を行っていた。 

 

イ 研修・講習の実施等 

・コンプライアンス・ミーティングについては、全ての事務所において、全

職員（休職中の職員などを除く。）が参加していた。 

・各課で実施するコンプライアンス・ミーティングに事務所長や副所長が同

席し、議論の活性化に努める取り組みが見られた。 

・ハラスメント講習会は、全ての事務所において、全職員（休職中の職員な

どを除く。）が受講していた。 

・倫理講習会は、全ての事務所において、全職員（休職中の職員などを除く。）

が受講していた。 

・行政相談の中には、行政サービスへの改善を求める正当な意見、問い合わ

せがある一方で、過剰な要求、長時間の拘束を余儀なくされるものや国土交

通行政以外の相談があることから、このような不当な働きかけ、悪質な相談、

いわゆるカスタマーハラスメントに対しても毅然とした態度で対応ができる

よう、事務所独自のマニュアルを作成し所内に周知していた。 

 

（２）発注業務にかかる不正事案再発防止の取組 

～少額随意契約の適正な手続の徹底～ 

［監査理由］ 

令和３年８月、当整備局職員が収賄の容疑で逮捕され（加重収賄罪で有罪

判決）、公務に対する信頼を大きく失墜させる事案が発生した。同年１２月、

再発防止策を含む報告書がとりまとめられ、二度とこのような不正事案をお

こさないよう、同報告書に掲げられた再発防止策に取り組んでいるところで

ある。 

同再発防止対策の一つとして、「少額随意契約にかかる内部統制機能の強

化」が掲げられており、今回、少額随意契約の執行状況について監査を行っ

た。 



 

7 

 

 

［監査結果］ 

・発注担当課長等が選定経緯を示す根拠資料を作成したうえで、見積依頼を

行う業者の選定を行うなど適切な事務処理がなされていた。 

・同種の発注案件について、発注内容、発注時期を照査し、意図的な分割発

注は行われていないことを確認した。 

・業者選定については、偏った業者からの見積徴収は行われておらず、適切

な事務処理がなされていた。 

・選定後の契約手続については、契約担当課等において見積依頼、徴収、保

管を行った後、指定期日に複数者での見積書開封、契約担当課長等による相

手方決定まで適切な事務処理がなされていた。 

・検査は、検査職員の任命を含め適切に実施されていた。 

・少額随意契約に関する事務が適切に行われているかについては、定期的な

確認が事務副所長等により実施されていたが、一部の事務所において、実施

されていなかったため、定期的に実施するよう指示した。 

 

２．女性職員活躍・働き方改革推進に向けた取組 

[監査理由] 

働き方改革の推進は、全ての職員がその能力を最大限に発揮し、限られた

時間で効率よく高い成果を上げることにより、政策や行政サービスの質を向

上させ、職員のワークライフバランスも実現することを目的としている。全

ての職員が、高い貢献意欲を持って生き生きと働くことができる職場環境を

作る取組は、不可欠となっている。 

九州地方整備局では、「九州地方整備局における女性職員活躍と職員のワ

ークライフバランス推進について」をとりまとめ、徹底した業務の見直しや

効率化、デジタル化の推進及びマネジメント改革などの取組を進めていると

ころであり、これらの取組状況について監査を行った。 

 

    [監査結果] 

（１）職員の意識付けを図る取組 

・幹部会を通して、超勤縮減、年次休暇の取得促進、定時退庁、テレワーク

やフレックスタイム制の活用などの周知を行い、働き方改革の職員への意識

付けが行われていた。 

・事務所長や副所長が働き方改革や業務マネジメントの重要性について、管

理職に対して指導を行っていた。 

・総務課長が期間業務職員をはじめとする女性職員の仕事等の悩みに関する

相談があった際は、時間を空けることなく相談に乗り、困ったことがあれば

いつでも相談のできる、女性が働きやすいと感じる職場づくりに取り組んで

いた。 
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（２）超過勤務上限措置の状況 

・超過勤務上限の特例を適用する職員に対する事前の通知（「特例超過勤務

への従事について」）等の手続は適切に処理されていた。 

 

（３）超過勤務縮減の取組状況 

・幹部会において、定期的に超過勤務の事前命令・事後確認の徹底指導と超

過勤務状況の情報共有を行い、業務内容が特定の職員に偏りがないか等を確

認し、必要に応じて対策等を講じていた。 

・幹部職員より、所属長に対し、部下職員の業務量や休暇取得状況等を把握

し、メリハリをつけた働き方をマネジメントするよう指導がなされていた。 

・事務所独自の「残業ゼロの日｣を定め、事務所全体でメリハリのある働き方

を実施していた。 

・勤務時間インターバルが確保できていない職員がいる部署へ、事務副所長

が当該部署の所属長からヒアリングを行っていた。 

・毎日１６時半頃、総務課長が所内を巡回し、管理職員へ超過勤務の事前命

令を行い、超過勤務に従事する職員の業務進捗状況を確認するよう呼びかけ

を行っていた。 

 

（４）業務プロセスの改善及び業務効率化の具体的取組や提案 

・定期的に事業調整会議を開催し、業務の優先順位、課題、対応方法等を職

員間で共有するなど、効率的な業務執行を図っていた。 

・電子決裁が積極的に活用されていた。 

・関係者が一堂に会して決裁を行うことや業務打合せ時の既存資料の活用な

ど、業務効率化に取り組んでいた。 

・幹部会を始め所内会議は、各自のＰＣ持参によるペーパーレス化の取組を

行っていた。 

・出張所など離れた場所の職員とは、ＷＥＢを活用し移動時間を省くことで

業務の効率化を図っていた。 

・会議の開始前に会議の終了時間を提示し、会議の効率化を図っていた。 

・事務所内の官用車の管理にあたり、業務用パソコンのアプリを活用して、

配車予約や配車伝票処理等のシステム化を行い、業務の効率化を図っていた。 

 

（５）休暇取得促進の取組状況 

・年間１５日の年次休暇取得を目標に、各事務所において、連続休暇取得の

奨励やポジティブ・オフの推進について職員に継続的に働きかけるなど、休

暇取得の促進に取り組んでいた。 

 

（６）仕事と育児・介護等との両立支援 

・仕事と育児・介護の両立に関する制度の周知が図られていた。 

・所内の関係者が協力して両立支援制度を利用しやすい職場環境の整備に努

めていた。 
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・「男の産休･育休等」については、該当者を把握した場合、所属長と連携し

て、取得計画書を作成し、配偶者出産休暇や育児参加のための休暇の取得を

促進していた。 

・本局からの通知文書「九州地方整備局における女性職員活躍と職員のワー

クライフバランス推進について」の取組みの一環として、男性職員による育

児に伴う休暇・休業の取得促進に関するポスターを作成し、所内職員へ一斉

メールにて周知していた。 

 

（７）その他 

・ワークライフバランスの一環として、フレックスタイム制、テレワークに

ついても活用がみられた。 

 

３．重点事項に関する事務所幹部の取組（個別ヒアリング結果） 

定期監査の一環として、監査の重点事項である「コンプライアンスの総合

的取組」及び「女性職員活躍・働き方改革推進等に向けた取組」に関する取

組の実情、課題意識等について、事務（管理）所長及び副所長を対象に個別

ヒアリングを実施した。 

 

（１）コンプライアンスの総合的取組 

① コンプライアンス全般 

・日頃からの意識付けが特に重要であり、身近で発生する危険性の高い事

案（公用携帯紛失、交通事故、飲酒運転等）が与える信用失墜に伴う影響

及び罰則等を日頃から発信し、浸透させ、服務規律の遵守徹底に取り組ん

でいる。 

・過度なストレスはコンプライアンス違反に繋がる行動を引き起こすリス

クを高めるため、緩すぎてはいけないが、極力、不要なストレスを感じな

くてすむ職場環境づくりを意識している。 

・不正防止のためには、任せきりにしないこと、対話（コミュニケーショ

ン）できる環境づくりが重要である。 

・「発注者」と「受注者」は対等な立場であることや「職員は普段から地

域や業界の方々から見られている」という感覚が、職員に浸透するように、

様々な機会を通じて伝えている。 

・事務（管理）所長自らコンプライアンス情報の収集を行い、朝会等を通

じ所内職員に情報提供している。 

・「他機関等からのコンプライアンス情報」をコンプラミーティングの題

材として活用し、自分事として考えるよう指導している。 

・管理職へ速やかな情報共有（特に悪い情報、ネガティブ情報）を行うよ

う指導し、早めの対応に努めている。 

・公私を問わず、事件や事故が発生した場合は、組織として対応する必要

があることを周知し、職員には直ぐに報告するよう指導している。 
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② 風通しの良い魅力ある職場づくり 

・日頃より、役職や年齢、職種に関係なく会話ができる職場環境の醸成に

取り組んでいる。また、「全職員参加型の朝会」を実施、全職員が集まり、

会話できる場を設けることで、職員間の繋がりやコミュニケーションの活

性化に努めている。 

・幹部職員が「相談しやすい雰囲気づくり」に意識を持ち、率先して執務

室に赴き、職員とのコミュニケーションを図るなど、あらゆる機会を通じ、

「報・連・相」の垣根を低くすることに、日常的に取り組んでいる。 

・職員間の親睦促進のためのプロフィール集作成や幹部職員が意識的に執

務室（各課）に足を運び、声かけや目配りを行い、普段との変化をいち早

く把握するように努めている。また、感謝の言葉を伝え、雑談や的確なア

ドバイスを行うなどコミュニケーションの活性化に努めている。 

・事務（管理）所長自ら「報連相にはおひたし対応」を掲げ、決裁時のコ

ンプライアンスの意識付けや雑談の時間を意識的に確保するなど、日頃か

ら意識してコミュニケーションの活性化に努めている。 

・新規採用職員からベテラン職員まで、心理的安全性を確保するため、傾

聴を心掛け、部下の発言を遮らないように努めている。 

・合意形成は、できるだけ皆で考える PT（プロジェクトチーム）での議論

を推進している。 

・事務所の横断的なコミュニケーションに繋がる業務外活動を、積極的に

支援している。 

 

③ 入札・契約事務の適正な執行（発注者綱紀保持） 

・整備局によるｅラーニングの受講を徹底し、意識の向上を図り、機密情

報の保管・管理ルールの徹底を促している。 

・注意喚起メールは全職員に周知し、誤り防止セミナーについては全職員

が参加を促し、意識向上に努めている。また、不祥事事案をテーマに当事

者の心理的側面の変化を中心に周知することで、誰でも状況が整えば、陥

る可能性があることを意識付けしている。 

・事案発生時には、早期対応・解決を図るため、問題が生じたら早めに相

談し、関係者で共有するよう徹底している。 

・応接対応は受付前での対応、打合せを行う際はオープンな場所で、原則

複数人での対応を徹底・指導している。 

・幹部執務室入口及び各階執務室入口に、発注者綱紀保持規程や不当な働

きかけ防止のチラシ等を掲示している。 

・意図せず情報漏えいに繋がってしまわないよう、情報管理整理役職表に

基づき情報を管理するよう指導している。 

・入札・契約手続運営委員会での活発な審議に心がけ、疑義・問題点等が

あった場合、関係者間で情報共有し、同様の疑義等を生じさせないように

している。 
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（２）女性職員活躍・働き方改革推進等に向けた取組 

① 超過勤務の縮減・ワークライフバランス推進・業務プロセスの改善 

・超勤実績や勤務間インターバル確保状況を事務（管理）所長自ら把握し、

事前命令の徹底や超勤実績を踏まえた業務配分の検討を行っている。 

・幹部職員への説明資料のために業務量を増やすことのないよう、過度の

説明資料は求めないようにしている。また、会議や打合せは、資料の事前

配付を行い、長時間の会議とならないよう指導している。 

・業務の目的を明確にし、同じ方向を向いて仕事をすることが大事であり、

その中で不要な業務の洗い出しを行い、効率化を図るよう指導している。 

・大型事業や庁舎建替、式典など各課にまたがるものは積極的に PT会議を

開催し、所内連携強化によるロスの低減、目的の見える化を通じた業務の

質や満足度の向上に取り組んでいる。 

・期間業務職員の集約配置を実施するとともに、併せて意見聴取等による

フォローアップを実施している。 

・朝会や入札・契約手続運営委員会の「ペーパーレス化」、「合同決裁の

推奨」及び「会議の再編」並びに「AI による業務の効率化」に取り組んで

いる。 

・対外関係で Teams を活用出来る会議（コンサルトの打合せ等）を積極的

に導入するなど「WEB会議の活用」や「現場におけるDXの推進」及び「BIM/CIM

の推進」に取り組んでいる。 

・事務所版ポータルサイトを作成し、全職員でサイトを運営し、職員間の

情報伝達や情報共有に活用している。 

 

② 管理職員のマネジメント向上 

・日頃より管理職員としての心構えや部下指導について、自身の経験を伝

える用意があることを話し、押しつけにならないように自ら伝えることは

せず、求められた場合に助言、指導するようにしている。 

・管理職員に対し、「平時のサーバントリーダーシップ」と「非常時のト

ップダウンリーダーシップ」の考え方を説明し、実践を促している。 

・管理職員が講師となり、リレー形式（次の管理職員にバトンを渡す）で、

これまでの業務経験等を職員に伝える勉強会を開催し、管理職員のマネジ

メント向上に繋げている。 

・管理職員に部下職員、特に若手職員、社会人枠採用職員等への日頃から

の声かけ、当該職員の貴重な意見等の業務反映等を通じ、風通しが良い魅

力ある職場づくりに取り組むように指導している。 

・管理職員の資質として、現状（社会情勢、若者の就職や離職への意識、

公務員不人気）への理解促進が不可欠である。 

・管理職員には、客観的に自身を見つめる能力、相手に応じた言葉の選び

方や使い方を習得するための研修が必要だと感じる。 

・管理職員になるための条件として、経験・技術力・プレーヤーとしての
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能力以外のマネジメント能力を評価する仕組みが必要だと感じる。一朝一

夕には身につかない管理職員になるための資質を、若いうちから意識させ

ることが重要である。 

・日々の業務の中でのやりがいや達成感の持たせ方など国土交通省の魅力

を如何にして伝えていくかが重要であることを、所属長に伝えている。ま

た、仕事を任せることの重要性を所属長に指導するとともに、自分自身も

所属長に対して可能な範囲で裁量を持たせるように努めている。 

・業務マネジメント及び部下職員の育成・指導など管理職員への負担が増

加しており苦慮している管理職員が多いため、副所長と連携して、適宜助

言、指導している。 

 

③ 職員のモチベーションの向上・成長機会の創出 

・新規採用者に対しては採用当初の対応が重要と考えており、着任から新

規採用者研修までの１週間について、新規採用者間の人間関係を重視した

プログラムを考え、事務所全体で対応している。 

・若手職員を孤立させないために、近隣事務所の若手職員と会議や懇親会

等による交流を促進している。 

・若手職員が自ら勉強し、自ら行動する活動や現場見学会、勉強会等の開

催を事務所全体で積極的に支援するともに、通常業務の中で必要な知識・

能力が身につけられるような業務体制を推進している。 

・若手職員に本局ヒアリングや地元説明会において、説明や発表の場を設

け、また、ラジオ出演を促し成功体験を積んでもらうよう心がけている。 

・先進地等の現場見学を実施し、日常と違う環境の醸成と知識の向上を図

っている。 

・個人の得意分野を把握し、それを伸ばすよう意識して接するようにして

いる。また、本人に達成感を感じさせ、自己肯定感を高めてもらうことが

重要であり、些細なことでも成功体験と思えるような感謝の声かけを心が

けている。 

・決裁や会議等若手や中途採用職員が説明する機会を確保できるよう努め

ている。特に、中途採用職員が疎外感を感じないよう、継続的な目配り気

配りを所属長に指導している。 

・自治体、業界等の意見交換に参加することで、外部機関との連携により

視野を拡大させ、異なる組織の幅広い知見に触れる機会を設けている。 

・地域住民等との交流ができるイベント等への参加を促し、地域住民等の

意見に触れられるようにしている。 

・若手職員、経験者採用職員等の採用が増えたことより、職場活性化、業

務推進体制の充実化が図られているが、中堅クラスの職員が少なく、課単

位での若手職員をフォローする体制がとりづらいため、組織的（事務所、

本局）なフォロー体制が必要である。 
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４．監査意見（講評において） 

（１）コンプライアンスの総合的取組 

・職員のコンプライアンス意識の向上に関する取組など、コンプライアンス

推進計画に掲げられた各種取組が、適切に実施されていることを確認した。 

・また、コンプライアンス推進の基本となる「風通しの良い魅力ある職場づ

くり」についても、事務（管理）所長をはじめ幹部職員がコミュニケーション

の重要性を強く意識し、職員が相談しやすい雰囲気づくりを進めるなど、積

極的な取り組みがみられた。今後も引き続き、職員への目配り・気配りがな

された「風通しの良い魅力ある職場づくり」に取り組んでいただきたい。 

・令和 3 年度に発生した収賄事案に関連した再発防止に係る取組全般につい

て、適切に実施されていることを確認した。中でも、当該不正事案において

問題となった少額随意契約の手続きについて、適切に処理されていることを

確認した。引き続き、情報管理の徹底を含めた、発注者綱紀保持の徹底に努

めていただきたい。 

 

（２）女性職員活躍・働き方改革推進等に向けた取組 

・少子高齢化等に伴い社会構造が大きく変化する中で、女性職員や共働きの

職員が増加し、仕事や生活の在り方に関する職員の意識が変化する中、性別

や年代、障害や時間等制約の有無にかかわらず、あらゆる職員が活躍できる

職場環境づくりを行うことが不可欠である。 

・各事務（管理）所において、超過勤務縮減や休暇の計画的な取得、長期休

暇の推奨、フレックスタイム制やテレークの活用、定時退庁の呼びかけな

ど、メリハリをつけた働き方について、継続的な働きかけが行われており、

また、仕事と育児・介護等との両立支援制度の職員周知を行うとともに、制

度が利用しやすい環境整備や雰囲気づくりに積極的に取り組まれていること

を確認した。 

・更に、業務プロセス改善について、「ペーパーレス化」、「AIによる業務の

効率化」及び「各種会議の WEB化」等により、印刷時間、コストの削減及び

移動時間の削減による本来業務に係る時間の確保が図られるなど、積極的に

取り組まれていることを確認した。 

・働き方改革は、全ての職員がその能力を最大限に発揮し、限られた時間で

効率良く高い成果を上げることにより、政策や行政サービスの質を向上さ

せ、職員のワークライフバランスも実現させることを目的としている。引き

続き、あらゆる取組みを継続していただきたい。  
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Ⅱ 基本事項 

１．国民から信頼される行政運営の取組 

（１）行政情報の管理等に関する取組 

［監査理由］ 

行政に対する国民の信頼確保のためには、情報公開による説明責任、情報

セキュリティや保有する個人情報の保護など、適切な行政情報の管理が不可

欠である。 

行政文書の管理については、「公文書等の管理に関する法律（平成２１年

法律第６６号）」に基づき設けられた「行政文書の管理に関するガイドライ

ン（令和７年２月１４日一部改正）」を踏まえ、行政文書を適切に管理する

ことが求められ、国土交通省行政文書管理規則において、行政文書の管理に

ついて必要な事項が定められている。 

また、「個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）」に基

づき、行政機関における個人情報の取り扱いについて、適正に行われること

が求められている。 

こうした行政情報の管理等の取組状況等について監査を行った。 

 

    ［監査結果］ 

① 行政文書の管理等に関する取組 

・ｅラーニングによる文書管理研修を全職員（休職中の職員などを除く。）

が受講していた。 

・文書管理の意義や重要性について、幹部会や所内会議等あらゆる機会を通

じて周知がなされていた。 

・総務課長が行政文書の作成・決裁・管理に関する資料を作成し、注意事項

等について所内職員へ周知していた。 

・一部の事務所において、ファイルにシステム出力した背表紙が添付されて

いない文書や保存期間が満了した背表紙が添付されている文書が見受けられ

たため、保存すべき文書か廃棄すべき文書かを確認し、登録または廃棄処理

をするよう指示した。 

・一部の事務所において、共有フォルダが文書管理システムの階層分類に応

じたフォルダ構成になっていなかったため、整理を行うよう指示した。 

・一部の事務所において、行政文書のクレジットの記載がないものが見受け

られたので、必要性の説明と記載の徹底を図るよう指示した。 

 

② 個人情報の保護 

・保有個人情報ファイル等は、適切に整備され、施錠ができる保管庫で適切

に保管されていた。 
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③ 情報セキュリティの確保 

・ＵＳＢメモリは、管理者が施錠できる場所に保管していた。 

・ネットワーク上のＨＤＤ（ＮＡＳ）は、電算室や執務室等の施錠できる保

管場所に設置していた。 

・情報セキュリティに関して、要管理対策区域図の作成及び区域に沿った所

要の対策が取られていた。 

 

（２）入札・契約手続の適正な執行の取組 

［監査理由］ 

公共工事に対する国民の信頼の確保には、入札・契約手続の透明性及び競

争性の確保が不可欠である。「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関

する法律（平成１２年法律第１２７号）」において、透明性の確保、公正な

競争の促進、不正行為の排除の徹底により、適正化を図らなければならない

とされている。 

また、「高知県内における入札談合事案」を踏まえた入札談合関与行為の

再発防止策の取組徹底も不可欠である。 

これらを踏まえ、契約手続の実施状況等について監査を行った。 

 

［監査結果］ 

① 入札契約事務に係る講習会等コンプライアンス意識の徹底に関する取組 

・eラーニング方式による発注者綱紀保持講習会について、全職員（休職中の

職員などを除く。）が受講していた。 

 

② 事業者・ＯＢ等との接触・対応に関する取組 

・事業者等との応対については、受付カウンター又は、オープンな打合せス

ペース等で対応しており、また、執務室等の入口に部外者の入室を禁じる表

示や職員呼び出し用の電話を設置する等、外部事業者等の自由な出入りを制

限する措置がとられていた。 

・副所長室の大部屋化・相部屋化等についても適切に実施されていた。 

 

③ 機密情報管理の徹底に関する取組 

・「情報管理整理役職表」が適切に更新されており、情報管理責任者による

点検、報告についても適切な時期に実施されていたが、一部の事務所におい

て、点検、報告が実施されていなかったため、適切に実施するよう指示した。 

・発注業務における積算業務と審査・評価業務の分離については、執務室を

分離するなど、適切な対応がとられていた。 

・発注事務に係る各種データ等の管理について、書類については施錠できる

場所（書庫等）に保管し、電子データについてはアクセス制限をかけたフォ

ルダに収納するなど、適切な情報管理が行われていた。 
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④ 応札・落札状況の分析に関する取組 

・一部の事務所において、平均落札率の高止まり等の傾向がみられるため、

その原因を分析したうえで、マニュアルに則って適正にチェックが行われて

いた。 

 

⑤ 入札・契約手続に関する取組 

ア 入札・契約手続の誤り防止と再発防止の徹底 

・契約担当課等及び発注担当課等において、入札・契約手続誤り防止のため

のチェックリスト等を活用した確認が適切に行われていた。 

・事務（管理）所で発生した誤り事案については、マニュアルに基づき本局

関係課に報告するなど適切に対応されていた。また、誤りの原因を踏まえた

再発防止対策を策定し、所内説明会や管理職会議等を通じて関係職員に周知

していた。 

・本局主催のセミナー（他事務所で発生した誤り事案の原因分析および再発

防止対策の紹介）について、関係職員は積極的に参加していた。また、セミ

ナーに参加できなかった職員に対しては、セミナー資料を配付するとともに、

所内共有フォルダに資料を保存しデータベース化するなど、周知徹底が図ら

れていた。 

・工事費内訳書比較表については、適切に作成され入札談合防止、違算防止

の観点からの確認が行われていた。 

 

   イ 「高知県内の入札談合事案」を踏まえた入札契約手続等の実施状況につ

いて 

・高知県内の入札談合事案を踏まえた入札契約手続の見直しについては、基

本的には一般土木工事が対象であるが、一般土木工事以外の工事についても、

予定価格作成時期の後ろ倒しや歩掛見積りのマスキング、入札・契約手続運

営委員会資料のマスキング等について適切に行われていた。 

 

ウ その他の監査事項 
（ア）不正防止対策等について 

・予定価格作成時の工事設計書の日付表示は適切に行われていた。 
入札執行時や契約変更協議時等には、適切な体制による対応がとられて 

いた。 

（イ）入札談合疑義案件等の対応について 

・談合疑義案件が発生した場合は、マニュアルに基づき本局関係課と調整

のうえ適切に対応していた。 

（ウ）一般競争（物品・役務）における事務処理について 

・入札手続に係る日程の確保状況及び入札参加要件の設定等、事務処理状

況については、適切に行われていた。 

（エ）通常型（従来型）指名競争における事務処理について 
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・令和 5年度以降、通常型指名競争は実施されていないことを確認した。 

（オ）監督職員、検査職員の任命等について 

・監督職員及び検査職員の任命手続等の事務処理については、適切に行わ

れていた。 

（カ）工事、委託業務等における成績評定作業について 

・工事及び業務に係る成績評定の事務処理については、成績評定委員会の

開催時期及び成績評定通知とも、適切に行われていた。 

（キ）入札・契約等に係る情報の公表チェック体制について 

・入札・契約等に係る必要な情報が適切に公表されており、公表漏れ防止

のためのチェック体制が確実にとられていたが、一部の事務所において、

チェック体制がとられていないとのことであったため、契約担当者間で各

システムの公表状況を確認するよう指示した。 

 

（３）「品確法」改正に伴う適切な運用の取組 

［監査理由］ 

  令和６年６月に改正品確法が公布・施行され、令和７年２月に品確法２４

条に基づく「発注関係事務の運用に関する指針（運用指針）」が改正された

ことを受け、当該運用指針のポイントの一つである「発注関係事務の適切な

実施のために取り組むべき事項」を主眼に、「適正な工期設定、計画的な発

注や施工時期の平準化」、「現場条件等を踏まえ適切な設計図書の作成、条

件の変化等に応じた適切な設計変更」、「受注者との情報共有や協議の迅速

化」及び「情報通信技術の活用による生産性向上」について監査を行った。 

  

    ［監査結果］ 

①  適正な工期設定、計画的な発注や施工時期の平準化について 

・工事、業務共に事務所の発注計画を作成し、発注担当課が計画的かつ確実

に発注していた。また、翌債・国債等を活用し、施工時期等の平準化に取り

組んでいた。なお、年度末に工期を設定している工事等については、やむを

得ない理由であることを確認した。 

・円滑な工事施工体制の確保を図るため、必要な工事については余裕期間を

設定していた。 

・適正な工期設定を行い、週休二日制については、特記仕様書に適切に記載

され、対象外工事を除き全ての工事で導入していた。 

 

② 現場条件等を踏まえ適切な設計図書の作成、条件の変化等に応じた適切な

設計変更について 

・工事については、発注時点で施工条件の明示に問題ないか、技術審査会時

に施工条件確認シートを活用して確認を行い、入契委員会において最終チェ

ックを行っていたが、一部の事務所において、施工条件確認シートが作成・

活用されていなかったため、改善を指示した。 

・一時中止に繋がる施工条件の記載など特記仕様書に記載漏れは無かった。 
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・「設計変更ガイドライン（案）」に基づく手続を遵守し、受注者と協議を 

行ったうえで、一時中止や設計変更の手続を実施していた。 

・工事監理連絡会や設計変更協議会については、受発注者間で協議を行い、

必要なものについては確実に実施していたが、一部の事務所において、設計

変更ガイドライン（案）に基づく設計変更協議会が開催されていなかったた

め、設計変更ガイドライン（案）に基づき適切に対処するよう指示した。 

・業務についても、設計変更ガイドライン（案）に基づき受発注間協議を行

い、所定の手続を踏んだうえで変更を行っていた。 

   ・設計変更に係る指示等については、確実に文書により行われていた。また、

主任監督員（主任調査員）指示によるものと、総括監督員（総括調査員）指

示によるものの区分についてもルールに基づき確実に実施していた。 

   ・変更見込額が当初契約額の３割を超える工事については、本局担当課へ申

請を行い、了承を得たうえで契約変更を行っていた。また、業務において変

更見込額が３割を超えるものについては、担当課においてその理由を整理し、

所内で了承を得たうえで契約変更を行っていた。 

・一時中止が必要な工事については、「工事の一時中止に係るガイドライン

（案）」に基づき、受発注者間で協議を行い、適正に契約変更等の手続を行

っていたが、一部の事務所において、ガイドラインに基づく協議が行われて

いない事例が見受けられたため、適切に対処するよう指示した。 

   ・発注担当課において誤り防止のチェックリストの活用や、係長、課長等の

複数人でのクロスチェックを行うなど、違算防止に努めていたが、一部の事

務所において、工事、業務に関する違算防止対策として、チェックリストの

活用について不十分な点が見受けられたことから、今後は確実に実施するよ

う改善を指示した。 

   ・令和６年５月に発出された「土木工事書類省力化ガイド」に基づき、受注

者と事前協議を行い、施工体制台帳の添付書類の簡素化など、関係書類の簡

素化に取り組んでいることを確認した。 

 

③ 受注者との情報共有や協議の迅速化 

・工事監理連絡会や設計変更協議会について、受発注者間で協議を行い、必

要なものについては確実に実施されていたが、一部の事務所において、工事

監理連絡会の開催の可否の協議が実施されていなかった事例が見受けられた

ため、適切に対応するよう改善を指示した。 

・設計業務や調査業務において受発注者間で協議を行い、必要に応じて合同

現地踏査の実施に努めていた。合同現地踏査により、業務の手戻りが無いよ

うに現地状況の確認、意思疎通を図っていることを確認した。 

 

④ 情報通信技術の活用による生産性向上 

  ・工事及び業務において、情報共有システム（ＡＳＰ） を活用していること

を確認した。工事においては、受発注者間で協議を行い、段階確認や現場立

会など、可能なものについては遠隔臨場を行っていた。また、土工、舗装工
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事等において、ＩＣＴ技術を活用した取組（測量、設計、施工、施工管理等）

が行われている。業務においては、ＵＡＶを活用した調査による省力化や詳

細設計において３次元データ活用により構造物との干渉確認を行っている事

例を確認した。 

 

（４）工事事故防止及び安全管理の取組 

［監査理由］ 

    工事事故防止及び安全管理の取組については、令和７年度の目標として、

「受発注者間連携による事故ゼロを目指して」を掲げ、「事故防止重点項目」

及び「重点項目ごとの具体の安全対策取り組み方針」を策定して、工事事故

防止に取り組んできた。 

工事事故防止を図るためには、工事関係者全員の安全意識の高揚を図り、

基本動作や安全ルールの徹底、危険予知とその対策等、各種事故防止対策を

積極的に推進していくことが必要であることから、「事故防止対策の取組」、

「工事安全協議会等の実施状況」について監査を行った。 

 

［監査結果］ 

①  事故防止対策の取組について 

・事務所版「事故防止に向けた取り組み」を年度毎に作成し、重点項目の設

定と重点項目に対する具体的な取り組み内容を明記し、これに基づいた事故

防止対策に取り組んでいた。 

・工事中の安全対策については、特記仕様書に明記されていた。また、受注

者が特記仕様書を遵守し、必要な対応を行っているかについて、適切に確認

がなされていた。 

・工事において事故が発生した場合は、速やかに「現地事故調査委員会設置

要領」に基づき対処していた。また、委員会での審議結果については、安全

協議会等へ速やかに周知され、各現場において再発防止に活かされていた。 

・事故防止に関する事項について特記仕様書に明記され、架空線事前調査や

地下埋設物件の試掘調査計画及び試掘結果など、現場での対策状況について

写真や報告書にて確認がなされていた。 

 

② 工事安全協議会等の実施状況について 

・安全大会については、工事及び業務受注者、労働基準監督署、所轄警察署

などの参加のもと対面、ＷＥＢ、対面・ＷＥＢ併用それぞれの方法により実

施し、関係機関からの講話や安全への取り組み状況の報告・意見交換など、

事故防止の観点から工夫して行われていた。 

・現場状況に応じて、概ね月１回の工事安全協議会を実施し、事故防止に対

する意識の向上を図っていた。 

・事務所幹部職員による安全パトロールを計画的に実施し、結果について受

発注者に共有され、事故防止の熟度を上げる取り組みが実施されていた。ま

た、若手職員育成の観点から、技術系係長及び担当職員を同行している事例
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や、労働基準監督署と合同で実施している事例も見られた。 

・各現場において、受注者が作成している巡視計画、保全計画、緊急時の連

絡体制等、長期休暇時の安全管理計画を確認し、保全措置状況や緊急時の連

絡体制の把握が確実に取られていた。 

 

（５）防災・危機管理の取組 

［監査理由］ 

    国土交通省の災害発生時の対応は、災害対策基本法に基づき、「国土交通

省防災業務計画」を策定し、防災に関してとるべき措置及び様々な災害に対

応する予防、応急対策、復旧・復興等のそれぞれの段階における諸施策を具

体的に定めている。 

九州地方整備局においても、国土交通省防災業務計画等に基づき、その所

掌に関する「九州地方整備局防災業務計画」を策定するとともに、常日頃か

ら訓練・研修等を通じて非常時に備え、減災・防災に努めている。 

    近年の異常気象の影響により毎年のように各地で災害が発生しており、九

州地方整備局の総力を挙げて災害対応に当たっているが、その中でも事務所

の役割は非常に大きく、地域からも大いに期待されている。 

    このような状況を踏まえ、各事務所における防災・危機管理の取組状況等

について監査を行った。 

 

［監査結果］ 

① 災害時の体制について 

・防災業務計画書に基づき情報伝達を行うとともに、防災連絡系統図、防災

当番表（シフト表）を作成し、運用していた。 

・大規模地震時には安否確認システムが活用される体制が整備されており、

防災訓練時に安否確認の訓練がなされていた。 

・災害対策支部の立ち上げについては、迅速な初動体制の確立のため初動対

応マニュアルを作成し、初動体制構築時に必要な内容について、所内共有サ

ーバーで共有し、全職員が作業内容を確認出来る状況であった。また、年度

当初に異動者を中心に初動対応の説明会を実施し、大規模地震（初動）訓練

等を通じて、各職員が初動対応できるような体制がとられていた。 

・交替要員については、職員の健康等に十分配慮し、長時間の勤務とならな

いよう各班で計画的な人員確保に努めていた。 

・防災室には、消毒液や除菌シートなどを設置するとともに、人員が多くな

った場合はマスク着用を推奨し、換気も適宜実施するなど感染症対策に努め

ていた。なお、一部の事務所においては、新型コロナウイルス感染症発生時

使用のアクリル板を必要に応じ設置できるよう保管していた。 

・ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ派遣時には、隊員へマスク・消毒液を携行させていた。 

 

② 災害時における広報対応について 

・防災計画書で広報班を位置づけ、対応者も決め、住民やマスコミからの問
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合せに対応していた。 

・記者発表の様式や記者発表を行うタイミングが防災計画書等でルール化さ

れていた。事務所によっては、円滑な広報活動とマスコミ等との連携の強化

を図るため、報道機関との意見交換会を実施していた。 

・大雨や積雪時による通行規制情報等については、事務所ホームページにて

道路状況を確認できるようライブカメラ映像を表示しているほか、ＳＮＳを

活用し、道路利用者へ注意喚起を促していた。 

 

③ 食料等の備蓄について 

・非常食については、必要数量が備蓄され、適切に管理が行われており、保

管場所についても職員へ周知されていた。また、非常食在庫管理表において

管理されていた。 

・非常用電源装置の燃料は、必要な量が備蓄されていた。 

 

④ 災害対策用機器類等の整備状況について 

・災害対策機器の操作マニュアルが作成され、職員へ周知されていた。また、

防災訓練等において、災害対策機器の操作訓練も行われていた。 

・ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ用資機材は適切に保管されており、操作訓練も実施さ

れていた。 

・排水ポンプ車等の災害対策用機械を保有している事務所については、操作

マニュアルが整備され、操作訓練が実施されていた。 

 

⑤ 防災対応力の強化について 

・ロールプレイング方式等を用いた所内の防災訓練及び他機関と連携した各

種訓練等を通じて、防災対応能力の向上に努めていた。 

・事務所内で災害対応状況を共有できるように、各出張所とＷＥＢで接続し、

常に会話、チャットにて状況を把握できる体制を構築していた。また、訓練

では、防災携帯にＷＥＢ会議ツールを入れて被災想定現場の映像を映し、防

災室内でマイクを使用し、対応するなど、情報共有方法を改善していた。 

・職員が事務所に参集できない場合に備え、事務所独自の防災訓練として、

分室等への参集訓練並びに分室における業務継続訓練を実施していた。 

 

⑥ 自治体、関係機関との連携について 

・関係機関と協議会等を設置し、定期的に意見交換会等を実施して、連絡体

制等を確認するなど情報共有を図り、連携の強化に取り組んでいた。 

・定期的に防災エキスパート会と意見交換会や合同点検等を実施して、協力

体制の強化に取り組んでいた。 

・管内の小中学校において出前講座を行い、自治体と連携した防災教育を実

施していた。また、「気象講習会」を開催し、周辺自治体にも参加を促し、

最新の気象をとりまく状況について共有を図る取組を行っていた。 

・事務所が使用不可となった場合に備え、災害協定に基づき、代替事務所（市
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役所）を設けていた。また、連絡窓口の更新や定期的な訓練を行うなど関係

機関との連携を図っていた。 

 

⑦ 事務所、出張所の被災リスクの把握状況とその対応 

・事務所及び出張所の浸水リスクをハザードマップ等で把握し、防災業務計

画書の業務継続計画を作成し、所内周知を行っていた。 

 

（６）行政サービス改善の取組（許認可に関する事務処理の状況） 

［監査理由］ 

行政手続法（平成５年法律第８８号）では、申請に対する処分に関して、

その迅速かつ透明な処理を確保する観点から、申請の処理に通常要すべき標

準的な期間を定めるよう努めることとされている。 

各事務所等における関係法令（河川法、道路法等）に基づく許認可等の処

分について、その処理状況の監査を行った。 

 

［監査結果］ 

・河川法及び道路法に基づく占用許可申請に係る事務処理については、標準

処理期間内に適正に処理されていた。 

 

（７）広報広聴等の対外的なコミュニケーションの取組 

［監査理由］ 

九州地方整備局所管事業や施策の意義、重要性、目的及び内容等を広報し、

国民ニーズの把握とその対応に努め、事業及び施策等に対する理解や協力を

得、円滑な推進を図ることを目的に、「九州地方整備局広報実施要領（平成

１９年８月６日）」を定め、毎年度、「九州地方整備局広報戦略」を策定し

ている。今回、広報実施要領に基づく、広報計画の作成及び実施状況等につ

いて監査を行った。 

 

［監査結果］ 

① 事務所広報委員会の開催状況について 

・事務所広報委員会の規約及び運営要領に基づき、年度当初に広報委員会を

開催し、当該年度の広報の方針、広報計画等の決定と前年度の取り組みにつ

いてのフォローアップをしていた。また、その内容は、所内において共有さ

れていた。少人数の事務所では広報委員会ではなく、全職員参加の会議等で

広報計画の確認が行われていた。 

 

② 広報計画・広報戦略に基づく広報実施状況について 

・当該年度の広報計画を作成し、所内で共有がなされていた。 

・広報計画に基づき、記者発表、ＳＮＳ投稿、見学会・環境教室・出前講座

開催などの広報活動が実施されていた。ダム関係の事務所においては、ダム

の機能等を紹介するダムカードを来場者に積極的に配布されていた。 
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③ 広報・広聴の意識向上、スキルアップに関する取組状況について 

・広報委員会等において、広報の必要性を共有し、事務所全体の広報のスキ

ルアップに努めていた。 

・ＳＮＳを通じた広報の必要性等について、事務所朝会で繰り返し周知する

とともに、職員がＳＮＳを投稿する際の投稿ルールを作成・周知したり、Ｓ

ＮＳに寄せられたコメントについて、投稿の参考となるよう全職員に周知し

たりすることで、広報のスキルアップを図る取り組みも見られた。 

・若手職員や事務系職員の自主性を育てていくこと、自由で柔軟な発想を広

報活動に活かしていくこと等を目的に、広報委員会の下に若手職員等で構成

される「広報推進チーム」等を設置している事例が複数見受けられた。広報

チームは、ＳＮＳ投稿、イベント等の参加やホットニュースの作成など広報

活動に取り組んでいた。 

・広報担当職員（特に若手職員）を企画部主催の広報担当者会議や伝わる写

真講習会等、スキルアップの機会へ積極的に参加させていた。 

・報道機関との意見交換を開催し、所管事業の理解促進や報道機関との顔が

見える関係づくりに取り組んでいる事例があった。また、報道機関と連携し

た取組として、ラジオ番組に若手職員を中心に出演し事業紹介等を行ってい

る事例もあった。 

 

④  ＳＮＳを活用した広報の取組状況について 

・事務所が開設したＳＮＳを積極的に活用し、事業紹介、防災情報、工事現

場の進捗状況、各種イベント情報等をタイムリーに発信していた。また、閲

覧者数は着実に増えてきており、それが広報担当職員のモチベーション向上

に繋がっていた。 

・更に、効果的な広報とするための改善・工夫すべき点（キーワード、写真

の撮り方、動画・写真の充実、投稿時期など）についての分析が行われてお

り、戦略的にＳＮＳを活用した広報活動に取り組んでいた。 

 

（８）適切な用地業務の執行の取組 

［監査理由］ 

用地業務の執行にあたっては、過去の不正事案を受け、各段階において不

正防止対策を実施するよう通知等において定められており、その実施状況に

ついては毎年度フォローアップ調査を実施することとなっている。一般監査

においても、「不正防止対策の取組」について、フォローアップ調査を実施

することとしている。 

    併せて、「補償額算定に係る事務処理」、「適正な用地業務の執行」、「取

得用地の適正な管理」及び「用地職員の職場環境改善、人材育成に対する取

組」等について監査を行った。 

 

［監査結果］ 
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① 不正防止対策の取組について 

・用地補償案件については、関係通知に基づき、各段階において適正に処理

されていた。 

・用地調査等業務委託案件については、関係通知に基づき、特記仕様書への

留意事項の記載が適正に実施され、また、受注者への書面による指示が適正

に実施されていた。 

 

② 補償額算定に係る事務処理について 

・補償額算定に係る事務処理については、関係通知・規則等に基づき適切に

運用されていた。 

 

③ 適正な用地業務の執行について 

・収入印紙の適切な支出状況と受払手続については、関係通知に基づき適正

に執行されていた。 

・オンライン登記嘱託の手続については、関係通知に基づき適正に執行され

ていた。 

 

④ 取得用地の適正な管理について 

・工事着手前の取得用地の管理については、関係通知に基づき定期的に取得

用地の巡視が実施され、また、取得用地管理図等の関係書類が適切に作成・

保管されていた。 

・取得用地の管理状況については、工事担当課と連携して進入防止柵等を設

置するなど、適切に管理されていた。 

 

⑤ 用地職員の職場環境改善、人材育成に対する取組について 

・課内において、定期的に検討会を開催し、課内全員で事業箇所の状況や予

算の執行状況等について、情報共有を行っていた。 

・所属長が常に課内の状況を把握し、職員が気軽に話ができるように日頃よ

りコミュニケーションを取るなど、相談しやすい環境づくりが図られていた。 

・若手職員や新規採用者に対して勉強会を実施するなど、積極的に人材育成

に取り組んでいた。 

 

 

 

（９） 電気通信設備管理の取組 

［監査理由］ 

 電気通信設備の管理は、設備の正常な機能及び性能の維持を図るために、

日常の保守を適正に行うとともに、定期的に点検及び整備を実施し、設備に

障害が発生した場合は修理等の対応を行い、その障害を最小限にする措置を

とることとしている。今回、こうした設備の点検や機能維持の状況、物品の

登録状況、工事事故防止の取組及び電気室の管理等について監査を行った。 
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［監査結果］ 

① 物品登録状況について 

・電気通信設備の物品等の登録状況について、国有財産台帳、物品管理簿及

び電気通信設備資産管理システムの登録状況と現物との照合により、適切な

管理がなされていることを確認したが、一部の事務所において、事務所の発

電装置が、令和元年度に更新した際に台帳の更新がなされていない状況であ

ったため、確認のうえ更新するよう指示した。 

 

② 電気通信設備の管理について 

・電気通信設備の不具合については、電気通信設備保守業務等で対応し、適

切な設備の管理がなされていた。 

 

③ 電気室の管理について 

・電気室及び予備発電機室の保安状況については、入口に「高圧危険」及び

「関係者以外立入禁止」の表示が適切に掲示されており、保安管理の妨げと

なる機材等も無く、適切に管理されていた。しかし、一部の事務所において

電気室内に関係のない資材が保管されていたため、保安管理に支障が生じな

いよう、当該資材の整理を指示した。 

 

④ 設備管理資料の整理について 

・光ケーブルの管理資料を確認したところ、最新の資料が整理されており、

適切な管理がなされていたが、一部の事務所において、支線系光ケーブルの

管理資料が現地にあった最新のものとなっていなかったため、更新を指示し

た。 

・構成管理データを確認したところ、最新の資料が整理されており、適切に

管理されていたが、一部の事務所において、資料が現地に合った最新のもの

とはなっていなかったため、更新を指示した。 

 

２．基本事項に関する監査結果の総評 

 

一般監査を実施した全ての事務所において、概ね適正な事務処理がなされ

ており、地方整備局監査規則第１３条に規定する「事態が重大でかつ急を要

すると認める事項」はなかった。 

また、今回の監査において、監査官が指示した「軽易な事項」については、

監査の中で担当職員に改善等を求めるとともに、必要と認められる事項につ

いては、事務所長に通知している。    

    なお、監査終了後、監査官が指示した「軽易な事項」に関する措置状況の

報告を求めたところ、各事務所において、改善に向けた対応がなされていた。 
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３．事務所における独自の取組 

 

 

 

 

 

○ 西之表港湾事務所では、娯楽等の少ない離島に所在している特殊性の中、

多くの職員が単身で生活している状況にあることから、職員のモチベーシ

ョンの確保が重要であるため、釣りやサーフィンなど「部活動」の推奨や

地元イベントへの参加を促すなどの取り組みを行っている。業務外におい

ても職員間のコミュニケーション活

性化を図ることで、日常より業務外

の話題など容易に会話できる環境が

整い、業務上の懸案事項が生じた際

に、職員が率直に質問をしたり、自

分の意見を言ったり、誤りを認めた

りすることができる組織づくり、管

理職員に相談しやすい雰囲気づくり

に繋がり、信頼関係を構築している。 

 

○ 別府港湾・空港整備事務所では、令和６年度より女性職員による「女性

職員懇談会」を実施している。男性寄りの建物構造について、女性に配慮

した環境整備のために、施設の使用や業務等「女性ならではの困りごと」

「気づき」を女性職員で議論し、女

性幹部職員に定例会で提起しても

らうことで、組織全体で問題意識を

共有し改善策を検討する仕組みづく

りを行っている。窓がなく暗く、構

造上臭いがひどかった女性用トイレ

について、組織全体で認識が共有さ

れた結果、一部改修が決定した。男

性職員が気づきにくい視点を、組織

全体の共通認識とし、よりよい職場

作りに生かす取り組みとなっている。 

  

１．風通しの良い魅力ある職場づくりの取組 

 

（西之表港湾事務所）（別府港湾・空港整備事務所） 
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○ 北九州港湾・空港整備事務所では、所内職員の要望・提案を受け、これ

まで Excelファイルで行っていたスケジュール管理業務を、OneDriveによ

り運用し、スケジュール管理に係る業務の効率化を図っている。OneDrive

を活用することで、本事務所及び空

港北町出張所所属の全職員のスケジ

ュールを、途切れなく共有・共同編

集することが可能となり、業務効率

を大幅に向上させた。また、業務予

定だけでなく、配車・会議室の確保

も一目で確認出来る作りとなったこ

とで、業務改善に繋がっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ○ 熊本河川国道事務所では、「働きやすい職場は自分たちで作っていこう！」

をスローガンに掲げ、若手職員を中心に「働き方改革・WLB」作業部会を構

成し、職員自らが望む働きやすい職場の実現に取り組まれている。この取

り組みでは、職員の自主性を尊重

し、課題を抽出し、話し合うだけで

なく、職員自ら働き方改革の実施ま

で行うこととされており、超過勤務

縮減の取組（かえるカード）や勤務

時間開始前の職場ラジオ体操が実

施され、若手職員のモチベーション

向上やプレゼン能力向上、更には、

人材育成にも繋がる効果的な取り

組みである。 

  

２．業務効率化の取組 

 

 

（北九州港湾・空港整備事務所） 

 

３．働き方改革の取組 

 

 

（熊本河川国道事務所） 
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○ 延岡河川国道事務所では、トップガン資格取得者が講師となり、ドロー

ン操縦資格取得の推進を図り、TEC-FORCE ドローン部隊隊員の養成等の業

務上の必要性はもとより、職員の

モチベーションアップ、人材育成

に繋がる取り組みを行っている。

また、ドローン隊「AMATERASU」を

結成、災害発生時には TEC-FORCE

ドローン部隊を積極的に派遣して

おり、その活躍はマスコミにも取

り上げられ、国土交通省の活動と

して国民へ広く知られるなど広報

活動にも繋がる取り組みである。 

 

 

○ 川内川河川事務所では、毎月２人の経験豊かな管理職が講師となり、リ

レー形式（次の管理職にバトンを渡す）で、これまでの業務経験等を職員

へ伝承する取り組みを行ってい

る。講師の人柄や考え方、豊富な

業務経験を知ることによって、職

員の知識向上や未経験業務への

興味を持つことに繋がる効果的な

取り組みであり、また、管理職に

おいても自らの経験を伝承するこ

とで、仕事に対するモチベーショ

ン向上にも繋がる取り組みであ

る。 

 

 

４．人材育成の取組 

 

 

（延岡河川国道事務所）（川内川河川事務所）（唐津港湾事務所）  



 

29 

 

○ 唐津港湾事務所では、地元小学生を対象に出前講座や現場見学会を実施

し、身近な港の仕組みや役割について説明を行っている。事前準備から当

日の対応まで、採用１・２年目の若手職員が講師役として中心となり、事

務所一丸となって取り組んでいる。上司・先輩職員のフォローを受けての

資料作成や、所内全体でのリハーサルを複数回行い幅広く意見を取り入れ

ることで、内容の充実やスキルアップが図られると共に、所内の横断的な

コミュニケーションが生まれている。

説明内容や演出を工夫したことで大

変盛り上がり、小学生に楽しみなが

ら学んでいただくことが出来ている。 

課・室の区別なく事務所全体で取り

組むことで、事務所が１つにまとま

り目標を達成する場となり、人材育

成と風通しの良い職場環境づくりの

良い機会となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

○ 緑川ダム管理所では、職場体験を若手職員が中心となって企画から運営、

広報まで行うことで、やりがいや地元とのつながりを実感してもらう取り

組みを行っている。この取り組みでは、子供用 TEC 服等を活用し、ダムの

役割や防災について楽しく学んでもらう工夫もなされ、子供達の楽しむ姿

や保護者からの感謝の言葉に、やり

がいや達成感を味わう良い機会にな

っている。また、小学生を中心に毎

年2,000人を超えるダム見学者に対

して、若手職員が先輩職員のフォロ

ーを受けながら現場における安全配

慮やダムの魅力をわかりやすく伝え

るための工夫について意見交換をし

ていることは職員相互間のコミュニ

ケーションの活性化や風通しの良い

魅力ある職場づくりに繋がっている。 

 

 

５．広報活動の工夫 

 

（緑川ダム管理所）（北九州国道事務所）（本明川ダム工事事務所） 

（佐賀国道事務所）（鹿児島港湾・空港整備事務所） 

 

出前講座 
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○ 北九州国道事務所では、ＳＮＳに特化した動画制作プロジェクトチーム

を立ち上げ、当事務所発注工事の現場内を「ミッチーの北国現場突撃レポ

ート」と名を打ち、普段目に触れることのない現場情報を、独自の目線で

動画撮影を行いＳＮＳで紹介し、土木の魅力を伝えるという取り組みを行

っている。この取り組みは、事務所の事業を分かりやすく伝え、インフラ

整備の必要性や建設業の魅力の発

信に繋がり、担い手確保にもつなが

る効果的な取り組みである。また、

広報チーム内で役割分担を行い議

論を定期的に重ねることでチームと

しての結束力が高まり、自発的な提

案など行動力も上がり、広報に関す

るスキルアップが図れている。 

 

 

 

○ 本明川ダム工事事務所では、本明川ダム建設事業への理解を深めてい

ただくため、事業の進捗状況や取組内容について、表面が事務所作成のダ

ムニュース、裏面が本体工事施工

業者作成のダムレターを毎月発行

し、ダム建設地周辺への配布、関

係地区への回覧、事務所ホームペ

ージへの掲載など情報発信が実施

されている。また、本明川ダム長

期取材のヤフー記者と連携したヤ

フーニュースへの投稿を概ね月１

回の頻度で実施されている。これ

らの取り組みにより、地域住民と

現場対応状況を共有することで、

事業への理解を深めていただく地

域に根ざした広報活動であり、地

域住民との信頼関係の構築に結び

つく取り組みである。 
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○ 佐賀国道事務所では、ＳＮＳ（Ｘ）を活用し、道路利用者の関心が高い

交通規制情報の発信と併せて、前日に行った工事内容を発信している。工

事内容の発信にあたっては、工事に

使用した重機など工事状況の写真を

添付し、道路事業に興味を持っても

らうための工夫がされている。この

取り組みにより、道路利用者に対し

て、より広く事業の周知が期待でき、

ＳＮＳ（Ｘ）の閲覧数の更なる増加

も期待できる。さらに、道路事業に

理解を深めてもらうとともに、イン

フラ整備の必要性に繋がる効果的な

取り組みである。 

 

 

 

 

 

 

○ 鹿児島港湾・空港整備事務所では、「鹿児島港をきれいに使おう会」と称

し、事務所周辺の臨港道路を中心とした清掃活動を実施している。職員の

港湾施設への関心を高め、イベント

を通じた職員同士のコミュニケーシ

ョン促進を図りつつ、新聞社へ投稿

を行うなど広報活動にも積極的に取

り組んでいる。組織内だけでなく、

外部にもマナーアップを呼びかける

ことに繋がる地域に貢献する活動と

なっている。 
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○ 鶴田ダム管理所では、管理所の働きかけにより、令和５年１０月にさつ

ま町が河川空間のオープン化指定を受け、さつま町が民間事業者等と使用

契約を結び、鶴田ダムの有料見学ツアーや各種イベントの開催が可能とな

った。さつま町では、これを契機に

鶴田ダムを最大限に活用できるよう

に、ダム案内ガイド等をプレーヤー

として育て、地域の防災語り部にな

っていただき、持続可能な地域振

興、地域防災力強化の推進が図られ

ている。この取り組みにより、地域

連携は元より、国土交通省のダム事

業が国民の方へ広く知られるなど広

報活動においても、効果的な取り組

みである。 

 

 

○ 川辺川ダム工事事務所では、「川辺川は偉大な学校である」をキャッチフ

レーズに、人材育成や学びをキーワードに地域・学識者・行政が協力し、

川辺川ならではの環境を活かしてハード・ソフト両面から持続的に取り組

む活動として、令和６年度から「川辺川アカデミア」をスタートさせ、川

辺川をフィールドとした体験学習が実施されている。また、学校教育とも

連携しながら年間を通した発展的な学習を展開し、小中学校での出前授業

を実施し、アンケートにより実施効

果・今後のニーズ・課題を確認する

など、更なる工夫、進化にも取り組

まれている。この地域に根ざした取

り組みにより、郷土愛の醸成や地域

に精通した人材の育成、地域住民

や関係機関との信頼関係の構築に

繋がっている。 

 

 

 

 

 

６．関係自治体との連携 

 

 

（鶴田ダム管理所）（川辺川ダム砂防事務所） 
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Ⅲ 令和５年度及び令和６年度一般監査のフォローアップ 

令和５年度及び令和６年度の一般監査において、指示を行った事項（軽易な

事項）の措置状況（実施年度の翌年度及び翌々年度の１０月１日時点の措置状

況）について、対象事務所から報告を求めたところ、いずれの事務所において

も、改善への取組がなされていた。 
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